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令和3年度専攻医募集における地域枠医師の取扱いに関する経緯
令和２年８月３１日 「医師需給分科会」において地域枠の定義について決定

令和２年９月３日 和歌山県 → 厚生労働省
「医師法第16条の10の規定に基づく専門研修に関する和歌山県の意見」
修学資金の貸与を受けていないが「地域枠」の定義を満たす医師についても、専門研修プログラム
の募集定員外での採用を可能とすること

令和２年９月１７日 厚生労働省 → 日本専門医機構
「医師法第16条の10及び第16条の11の規定に基づく厚生労働大臣から日本専門医機構への意
見及び要請」
地域枠医師等をシーリングの対象外とすること等について令和３年度においても継続すること
→ただし、シーリングの枠外となる地域枠の定義について言及なし

令和２年１０月６日 日本専門医機構 → 厚生労働省 → 和歌山県
「専攻医採用数シーリングの対象外とする専攻医の登録について」
医師需給分科会において示された定義に準ずる要件に合致した医師についても、地域医療対策
協議会で承認が得られた専攻医はシーリング枠外とする



シーリングの対象外となる本県の「地域枠」について
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◆シーリングの対象外となる「地域枠」の範囲〈令和２年10月６日付け通知〉
① 都道府県からの修学資金の貸与があり、かつ医師少数区域等での従事要件が課されている方
② 自治医科大学の卒業生で、医師少数区域等での従事要件が課されている方
③ 新たに示された定義に準じた以下の要件をすべて満たす地域枠医師
・別枠方式で選抜 ・卒直後より当該都道府県内で９年間以上従事
・志願時に本人、保護者が従事要件に同意 ・都道府県のキャリア形成プログラムに参加

◆和歌山県の医師確保対策としての医学部募集枠

大学（区分）
和歌山県立医科大学 近畿大学

和歌山県地域枠 自治医科大学
地域医療枠 県民医療枠

都道府県からの
修学資金の貸与 有り 無し 有り 無し

大学から貸与
医師少数区域等での

従事要件 有り 有り 有り 有り

①に該当 ②に該当③に該当

県立医科大学県民医療枠も、シーリングの対象外として認められた



令和３年度専攻医募集におけるシーリングの状況について
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◆本県の令和３年度専攻医募集におけるシーリング対象の診療科と定員について

基本領域名 R3
募集定員

募集定員上限
令和２年３月27日

日本専門医機構理事会決定

募集定員上限
令和２年10月16日

日本専門医機構理事会決定

内科 ４５ ２０＋３(連携) ２０＋３＋地域枠医師
小児科 ９ 対象外 対象外
皮膚科 ８ 対象外 対象外
精神科 ７ 対象外 対象外
整形外科 １１ ９ ９＋地域枠医師
眼科 ５ 対象外 対象外

耳鼻咽喉科 ９ ８ 対象外
泌尿器科 ５ 対象外 対象外
脳神経外科 ６ 対象外 対象外
放射線科 １５ ６ 対象外
麻酔科 １２ 対象外 対象外
形成外科 ２ 対象外 対象外

リハビリテーション科 ６ ６ 対象外

内科・整形外科
２診療科が対象

シーリングの枠外で
採用するには地域
医療対策協議会の
了承が必要

耳鼻咽喉科・
放射線科・リハ科
過去3年間の採用
者数の平均が5以
下であるため、シー
リング対象外

※ １次募集登録・応募期間 11月4日（水）正午～11月16日（月）正午



◆シーリング対象診療科における医師の登録希望状況（令和２年１１月４日時点）

令和3年度専攻医募集に係る地域枠医師の取扱いについて
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• 県立医科大学地域医療枠・近畿大学和歌山県地域枠・自治医科大学に加え、県立医科大
学県民医療枠の卒業医師についても、シーリング対象診療科への登録を希望する医師は、原
則シーリングの枠外で採用することとしてはどうか。

• なお、医師の登録希望診療科については再度事務局で確認することとする。

対応方針(案)

基本領域名 募集定員上限
（シーリング数）

登録希望者

合計 一般枠医師 地域枠医師
合計 自治 地域 県民 近大

内科 20＋３(連携) 34 19 15 1 4 8 2
整形外科 ９ ４ ２ 2 1 0 1 0

シーリング対象となっている内科及び整形外科については、本県の地域医療を堅持する上で重
要な診療科であることから、より多くの専攻医を確保する必要がある
県民医療枠は、卒後９年間を、県内の大学及び公立・公的病院で勤務することで、本県の地
域医療に大きく貢献している。

対応方針を決定する上でのポイント 取扱いについての対応方針を決定する


